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申
告
が
始
ま
り
ま
す

申
告
が
必
要
な
か
た

(１)
平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
、
秋
田
市
・
河
　

辺
町
・
雄
和
町
に
住
ん
で
い
て
、
次
の
①

〜
④
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
か
た

①
平
成
16
年
中
に
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た

か
た
…
所
得
に
は
、
自
営
業
や
農
業
な
ど

の
事
業
に
よ
る
も
の
、
地
代
や
家
賃
な
ど

の
不
動
産
に
よ
る
も
の
、
非
上
場
株
式
の

配
当
金
、
生
命
保
険
の
一
時
金
、
原
稿
料
、

給
与
、
年
金
な
ど
が
あ
り
ま
す

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン(

パ
ー
ト
で
働
く
か
た
を
含

む)

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た

・
勤
務
先
か
ら
秋
田
市
へ
「
給
与
支
払
報
告

書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
か
た(

提
出
の

有
無
に
つ
い
て
は
勤
務
先
に
ご
確
認
く
だ

さ
い)

・
給
与
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た
か
た
、
ま
た

は
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
が
あ
っ
た
か
た

・
平
成
16
年
中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再
就
職

し
て
い
な
い
か
た

③
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
か
た
で
、

所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た

④
平
成
16
年
中
に
所
得
は
な
か
っ
た
が
、
税

に
関
す
る
証
明
書
が
必
要
と
な
る
か
た

(２)
秋
田
市
外
に
お
住
ま
い
で
、
平
成
17
年
１

月
１
日
現
在
、
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
家

屋
敷
が
あ
る
か
た

■
印
鑑
と
申
告
書
…
申
告
書
は
会
場
に
も
用

意
し
て
あ
り
ま
す

■
給
与
、
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た

か
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
成
16
年
分
の
源

泉
徴
収
票

■
事
業
に
よ
る
所
得
が
あ
っ
た
か
た
は
、
収

入
と
必
要
経
費
な
ど
が
わ
か
る
帳
簿
類
、

領
収
書
な
ど
…
収
支
内
訳
書
で
、
事
前
に

計
算
し
て
く
だ
さ
い

■
平
成
16
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保
険

税
(料)
・
国
民
年
金
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
医
療
費
の
領
収
書
と
保
険
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
わ
か
る
も
の
、
生

命
保
険
・
損
害
保
険
な
ど
の
控
除
証
明
書

■
配
偶
者
に
所
得
が
あ
っ
た
か
た
は
、
そ
の

所
得
が
わ
か
る
書
類

(１)
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
勤
務
先
か
ら
秋
田
市

へ
「
給
与
支
払
報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
た

か
た

(２)
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
か

た
。
確
定
申
告
が
必
要
な
か
た
は
、
広
報

あ
き
た
１
月
11
日
号
15
ペ
ー
ジ
の
「
税
務

署
か
ら
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平成17年度分の市民税・県民税の申告を２月８日(火)から３月15日(火)まで、
各地区の会場で受け付けます。
１月31日(月)に「平成17年度分市民税・県民税申告書」をお送りします。同

封している「申告の手引き」をよく読んで、正しく記入して申告してください。
申告が必要なかたで、申告書が届かないかたは、お手数でも下記までご連

絡ください。

平成17年度分

市
民
税

県
民
税

２月８日(火) ３月15日(火)申告期間

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
が
不
要
な
か
た

昨
年
会
社
を
退
職
。

今
は
収
入
が
な
い
の
で
す
が
…

昨
年
中
に
退
職
し
た
か
た
の
う
ち
、

勤
務
先
で
年
末
調
整
を
し
な
か
っ

た
か
た
は
、
個
人
で
市
民
税
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
給
与
か
ら
差
し
引
か
れ

て
い
た
平
成
16
年
分
の
所
得
税
額

が
、
実
際
の
税
額
よ
り
も
多
か
っ

た
場
合
は
、
税
務
署
で
確
定
申
告

を
す
る
と
そ
の
差
額
が
戻
り
ま
す
。

給
与
の
ほ
か
に
、
生
命
保
険
契
約

な
ど
に
基
づ
く
年
金
な
ど
の
収
入

が
あ
る
の
で
す
が
…

給
与
以
外
に
年
金
、
不
動
産
、
事
業
、

農
業
、
原
稿
料
や
非
上
場
株
式
の
配

当
金
な
ど
が
あ
っ
た
か
た
は
、
申
告

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の

か
た
は
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

を
、
20
万
円
を
超
え
る
か
た
は
税
務

署
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
生
命
保
険
等
の
契
約
を
解

約
し
た
場
合
や
満
期
を
迎
え
た
場
合

に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

Ａ ＱＡＱ
税
の
申
告

ＱＱ
＆＆
ＡＡ

市民税課個人市民税担当TEL(８６６)２０５５

河辺市民センター税務班TEL(８８２)５１７４

雄和市民センター税務班TEL(８８６)５５４0

▲



税金のしくみ

税
に
関
す
る
証
明
書
は

申
告
が
な
い
と

交
付
で
き
ま
せ
ん

所
得
に
関
す
る
証
明
書(

所
得
課
税
証
明

書)

は
、
官
庁
や
金
融
機
関
な
ど
で
の
各
種

手
続
き
の
際
に
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。次

の
か
た
以
外
は
、
証
明
書
を
請
求
す
る

際
に
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
ま
た
は
所

得
税
の
確
定
申
告
が
な
い
と
交
付
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
庶
務
担
当

T
E
L
(

８
６
６)

２
０
５
４

●
勤
務
先
か
ら
秋
田
市
へ
「
給
与
支
払
報
告

書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
た

●
年
金
支
払
者
か
ら
秋
田
市
へ
「
公
的
年
金

等
支
払
報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
た

申
告
が
な
く
て
も
交
付
で
き
る
か
た

※老人配偶者(昭和10年１月１日以前に生まれたかた)の配偶者控除は38万円になります。

夫
婦
と
も
に
所
得
が
あ
り
ま
す
。

配
偶
者(

特
別)

控
除
は
ど
う
な
り

ま
す
か
？

所
得
が
38
万
円
を
超
え
な
か
っ
た
場

合
は
、
配
偶
者
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
所
得
が
38
万

円
を
超
え
た
場
合
で
も
、
配
偶
者
特

別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ａ

×税率

収
　
　
入

所
　
得

課
税
所
得

所得控除

必要経費
など

＝税額

課税所得

200万円以下……………… ５％［市民税３％＋県民税２％］

200万円超700万円以下…10％［市民税８％＋県民税２％］

700万円超…………………13％［市民税10％＋県民税３％］

市民税・県民税の税率(所得割)

上の図でもわかるように、市民税・県民

税(所得割)は、収入から必要経費や所得控

除を差し引いた課税所得に税率をかけて算

出されます。受けられる控除を申告すれば、

その分、税の負担が少なくなります。

★

給与所得者のかたは給与所得控除、公的年

金等を受けているかたは公的年金等控除を

含みます。

妻
に
パ
ー
ト
収
入
が
あ
る
場
合
、
収
入
が

96
万
５
千
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
妻
自
身
に

市
民
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

配偶者控除や扶養控除などが

あります。

申
告
会
場
と
日
程
は
次
ペ
ー
ジ
か
ら

申
告
の
相
談
が
必
要
な
い
か
た

は
、
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
し
、
必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
、

３
月
15
日
(火)
ま
で
に
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
会
場
の
日
程
に
か
か
わ
ら
ず
、

い
つ
で
も
申
告
で
き
る
便
利
な
「
郵

送
申
告
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

税金のしくみこれだけは知っておこう

申告は郵送が便利

Ｑ
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２
月
８
日
(火)
▼
３
月
15
日
(火)

申
告
会
場
と
日
程

申
告
期
間

■各会場とも駐車場に限りがありますので、自家用車でのご来場はご遠慮願います。

市
・
県
民
税
は
、
前
年
の
所
得(

11
ペ
ー
ジ
参
照)

に
対
し
、
今
年
の
１
月
１
日
現
在
に
お
住
ま
い
の

市
町
村
で
課
税
さ
れ
る
税
金
で
す
。
正
し
い
税
額
を
計
算
す
る
た
め
に
は
、
み
な
さ
ん
の
前
年
の

所
得
と
所
得
控
除
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
期
間
内
の
申
告
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

★
２
月
20
日
・
27
日
の
日
曜
日
に
は
サ
ン
パ
ル
秋
田
で
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

河
辺
・
雄
和
区
域
の
か
た
も
ど
う
ぞ
。



上記日程に相談できな�
かったかた�

（旧河辺町役場）�

税理士による
確定申告無料相談

給与所得者、年金所得者、小企業の
事業所得者が対象です。所得計算・申
告書作成・改正消費税などの相談に、
税理士が無料で応じます。

東北税理士会TEL(832)2331

と　き／２月18日(金)～20日(日)

午前９時30分～正午と

午後１時～４時

ところ／秋田駅トピコ３階会議室

※来場者が多いため、相談　　

時間は１人１時間以内で。

定申告をお忘れなく

平成16年分の所得税・贈与税・消費
税(個人事業者)の確定申告は、期限内
に行いましょう。
申告書は秋田南・北税務署、および
下記申告センターで受け付けます。

東北税理士会秋田南支部

と　き／２月18日(金)、

２月28日(月)～３月４日(金)

午前９時～午後４時

ところ／土崎支所　　

東北税理士会秋田北支部

所得税 ２月16日(水)～３月15日(火)

贈与税 ２月１日(火)～３月15日(火)

消費税(個人事業者) ３月31日(木)まで

確

確定申告の

問い合わせ

秋田南税務署TEL(833)5264

秋田北税務署TEL(845)1753

申告受付期間

※受付時間や申告の相談など、詳しく
は広報あきた１月11日号をご覧くだ
さい。

秋田南税務署
申告センター

秋田北税務署
申告センター

秋田県労働会館
「フォーラムアキタ」

セリオン２階
イベントホール

13 広報あきた　２月１日号


